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   Ｇ０９Ｇ    3/36     　　　　
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６１１Ａ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６４２Ｅ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６４２Ｄ
   Ｇ０９Ｆ    9/302    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成30年1月17日(2018.1.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の方向に延在する複数の走査線と、
　第２の方向に延在する複数の信号線と、
　第１の副画素と第２の副画素と第３の副画素とで構成される複数の第１の画素及び第１
副画素と第２の副画素と第４の副画素とで構成される複数の第２の画素とを含む画素と、
を備え、
　前記第１の副画素、前記第２の副画素、前記第３の副画素、前記第４の副画素は、それ
ぞれ異なる色を表示し、
　平面視で、前記第３の副画素または前記第４の副画素は、前記第１の副画素及び前記第
２の副画素より大きく、
　前記画素は、前記第１の方向及び前記第２の方向に沿って複数設けられており、
　前記信号線は、前記第２の方向に対して一方向に所定の角度傾いた第３の方向に沿った
部分及び他方向に前記所定の角度傾いた第４の方向に沿った部分を含み、
　前記第２の方向に隣り合う前記第１の画素と前記第２の画素のうち、前記第１の画素の
前記第１の副画素と前記第２の副画素とは、前記第３の方向に沿って並び、前記第２の画
素の前記第１の副画素と前記第２の副画素とは、前記第４の方向に沿って並ぶ
　表示装置。
【請求項２】
　請求項１の表示装置において、
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　前記第３の方向に沿った部分及び前記第４の方向に沿った部分は、２本の前記走査線の
間において対称な形状である。
【請求項３】
　請求項１又は２の表示装置において、
　前記第１の画素における前記第１の副画素及び前記第２の副画素は前記第２の方向に沿
って配置され、前記第１の画素にて前記第３の副画素は前記第１の副画素及び前記第２の
副画素と前記第１の方向に隣接して配置され、
　前記第２の画素における前記第１の副画素及び前記第２の副画素は前記第２の方向に沿
って配置され、前記第２の画素にて前記第４の副画素は前記第１の副画素及び前記第２の
副画素と前記第１の方向に隣接して配置される。
【請求項４】
　請求項３の表示装置において、
　前記第１の画素及び前記第２の画素は交互に配置され、
　前記第１の画素における前記第１の副画素と前記第２の画素における前記第１の副画素
とは、前記第２の方向に沿って等間隔に配置されている。
【請求項５】
　請求項３の表示装置において、
　前記第１の画素及び前記第２の画素は交互に配置され、
　前記第１の画素における前記第１の副画素と前記第２の画素における前記第２の副画素
とは、前記第２の方向に沿って等間隔に配置されている。
【請求項６】
　請求項５の表示装置において、
　前記第１の画素及び前記第２の画素における前記第１の副画素の画素電極は前記第３の
方向に沿っており、
　前記第１の画素及び前記第２の画素における前記第２の副画素の画素電極は前記第４の
方向に沿っており、
　前記第３の副画素及び前記第４の副画素の画素電極は、前記第３の方向に沿った部分と
前記第４の方向に沿った部分と、を有する。
【請求項７】
　請求項６の表示装置において、
　前記第１の画素の前記第３の副画素の画素電極及び前記第２の画素の前記第４の副画素
の画素電極は、前記第３の方向に沿った部分及び前記第４の方向に沿った部分を２箇所ず
つ含む。
【請求項８】
　請求項７の表示装置において、
　前記信号線は、隣接する２本の前記走査線の間において、前記第３の方向に沿った部分
及び前記第４の方向に沿った部分を２箇所ずつ含む。
【請求項９】
　請求項８の表示装置において、
　前記第１の画素及び前記第２の画素における前記第１の副画素の画素電極は、前記第３
の方向に沿った部分と、前記第４の方向に沿った部分と、を有し、
　前記第１の画素及び前記第２の画素における前記第２の副画素の画素電極は、前記第３
の方向に沿った部分と、前記第４の方向に沿った部分と、を有する。
【請求項１０】
　請求項１から９までのいずれか１つの表示装置において、
　アレイ基板と、
　対向基板と、
　前記アレイ基板と前記対向基板との間に挟持される液晶層と、
を備え、
　前記アレイ基板は前記走査線と前記信号線とを備える。
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